
〔所管省庁名：国土交通省〕

【事務・事業名】 自動車の登録業務

１．根拠法令 道路運送車両法

２．実施主体 国土交通省地方運輸局運輸支局・自動車検査登録事務所

３．従事者数  ８８８名（18年4月1日現在）

４．予算額  ８，４８０百万円（18年度）

５．事務・事業の
　　内容

　自動車（軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。）は、自動車登録
ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならないとされてい
る。登録に際しては、自動車が保安基準に合致しているかの検査証等のほか、車庫証明
などの他の法令への適合等が確認されている。また、自動車の登録は、電子情報処理組
織によって行うこととされ、当該ファイルには車名及び形式、車台番号、所有者の氏名又
は名称及び住所並びに使用の本拠の位置等を記録することとされている。
　自動車の登録の種類としては、新車・中古車を購入した場合の新規登録、住所変更や
自動車の型式・車台番号等に変更があった場合の変更登録、自動車が解体、滅失等し
た場合の永久抹消登録、一時的に自動車の使用を中止した場合の一時抹消登録、所有
者の変更があった場合の移転登録、自動車を輸出した場合の輸出抹消登録等が存在す
る。

６．民間開放の
　　状況

以下については既に民間開放を行っている。
○自動車登録番号標の交付代行
○封印の取り付け委託
○検査登録手数料印紙の売りさばき委託

７．当該事務事業
　　を廃止した場合
　　の影響

自動車については、国民生活に広く普及し、その使用が社会に多大の影響を与えている
ので、安全・環境面での規制・リコール、運送事業の使用車両確認、交通取締、徴税等、
各種行政上の規制関与が行われてきており、最近でも平成１４年にリサイクル、輸出管理
のための規制が追加されている。自動車登録制度はこれらへの適合等を確認した上で
行われる行政処分である。また、自動車は、広範に移動するもので常に占有することは
困難であるため、所有権等を保護し、自動車取引の安全を確保するためにも、自動車登
録制度があり、信用取引、リース、中古車販売、差し押さえ等に広く利用され、定着してい
る。自動車登録制度を仮に廃止した場合、これら自動車交通の安全などの各種行政上
の要請、取引の安全等を支える基盤が失われ、混乱する。

８．更なる民間開放
　　についての見解

　自動車は、登録がなければ運行の用に供してはならないとされ、国土交通大臣（登録
官）は、当該自動車が保安基準に適合していないとき、申請事項に虚偽があると認めると
き、あるいは車庫証明を有しないとき等他の法令による要請に適合しないときには登録を
拒否することになり、この点で自動車の登録は、自動車の運行を許可する効果を有して
いる。また、登録は自動車の所有権の得喪に対抗力を与えるものであり、不動産登記と
同様に公証機能を有している。国土交通大臣は、これらの職務を適切に遂行するため
に、関係者に対する報告徴収及び立入検査の権限が与えられている。民間委託等につ
いては、業務効率、サービス向上等の見地から実施していく必要があるが、以上のような
国民の権利・利益に直接大きな影響を及ぼすといった点に留意する必要がある。　このよ
うな見地から、従来より、６．に述べた業務の民間開放を行ってきたが、９．に述べるよう
に、一般的・定型的な事前問い合わせ相談の民間委託を試行しているほか、国の監督の
下での証明書交付業務の民間委託を行うこととしている。

９．個別の質問項目 ① 公権力の行使に該当しない業務については、現段階ですべて民間開放されているの
か。
　　→　別紙参照

② 自動車の登録業務に際し、他行政機関と連携する必要があるから公務員が業務を行
うべきとする理由として、公的機関同士であることから生ずる信頼感が基礎となって円滑
かつ効率的に行われているとのお考えだが、守秘義務及び中立性の保持義務を法令で
規定し、制度上中立性・公平性が担保された民間であっても信頼感が生じない理由を具
体的に示されたい。
　 →　別紙参照

③ 当該事務・事業をアウトソーシングすることが不可とする根拠として、「登録事務に従
事する職員は、各種の行政法規、民事関係法規等の関係法規について専門的な知識が
必要となること、また、極めて多数の案件を厳正、迅速かつ確実に処理するためには、専
門的な訓練が要求されるとともに、全国的に一律の水準で行わなければならない」ためと
の貴省ご見解だが、「専門的な訓練」とは具体的に何か、また、それらが公務員でなけれ
ばならい理由といえるのか。必要かつ同等の訓練を行えば民間でも可能となるのではな
いか。
  →　別紙参照

規制改革・民間開放推進会議　官業民間開放ＷＧ　ヒアリング調査票

※別紙においてご説明される場合は「別紙参照」とご記入ください。


